
○
負

担

能

力
に

関
す

る

基

準

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

環

境

省

告

示

第

四

号

改
正

平
成
二
十
二
年
三
月

二
十
九
日
環
境

省
告
示
第
二
十
号

土

壌

汚

染

対

策

法

施

行

令

第

六

条

第

一

項

の

環

境

大

臣

が

定

め

る

負

担

能

力

に

関

す

る

基

準

は

、

次
の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応
じ

、
当

該

各

号

に

定

め

る

者
で

あ

る

こ

と

と

す

る

。

一

個

人

（

事

業
を

行

う

個

人

を

除

く

。
）

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

イ

土

壌

汚

染

対

策

法

（

平

成

十

四

年

法

律

第

五

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。
）

第

四

十

五

条

第

一

号

の

助

成

金

（

以

下

「

助

成

金

」

と

い

う

。
）

の

交

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

年

の

前

年

の

所

得

の

額

（

退

職

所

得

の

金

額

、

一

時

所

得

の

金

額

等

継

続

的

で

な

い

所

得

の

金

額

が

あ

る

場

合

等

そ

の

額

を

そ

の

者

の

継

続

的

所

得

金

額

と

す

る

こ

と

が

著

し

く

不

適

当

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

直

前

三

年

の

所

得

の

額

の

平

均

額

。

以

下

同

じ

。
）

が

二

千

万

円

未

満

で

あ

る

者

ロ

助

成

金

の

交

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

年

の

前

年

の

所

得

の

額

が

、

そ

の

者

が

法

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

示

さ

れ

た

汚

染

の

除

去

等

の

措

置

に

要

す

る

費

用

に

三

分

の

二

を

乗



じ

た

額

に

二
千

万

円

を

加

え

た

額

未
満
で

あ

る

者

ハ

助

成

金

の

交

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

年

の

前

年

の

所

得

の

額

が

、

そ

の

者

が

法

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

示

さ

れ

た

汚

染

の

除

去

等

の

措

置

に

要

す

る

費

用

に

二

を

乗

じ

た

額

未

満
で

あ

る

者

二

事

業

を

行

う

個

人

及

び

法

人

助

成

金

の

交

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

年

度

の

前

事

業

年

度

の

自

己

資

本

、

正

味

財

産

又

は

元

入
金
の

額

が

三

億

円

未

満
で

あ

る

者


